
CROSSPLugins 利用規約 

 

 本プログラム利用規約（以下、「本規約」）は、サイボウズ株式会社が提供するクラウドサ

ービス「kintone」（以下、「kintone」）の拡張機能を提供する kintoneプラグインシリーズ

「CROSSPLugins」（以下、「本プログラム」）を利用する法人、団体（以下、「利用者」）と、

クロス・ヘッド株式会社（以下、「当社」）との間の利用条件、権利義務関係を定めています。 

 当社は、利用者が本規約のすべての条項を厳守することを条件に、利用者に本プログラム

の利用を許諾します。 

本プログラムを利用する場合、本規約を理解し、同意したものとみなします。本規約に同

意するということは、本規約が当社と利用者の間で契約内容となることに同意したものと

みなします。本規約にご同意いただけない場合、本プログラムをご利用いただけません。 

 

第 1条（総則） 

1. 本規約は、本プログラムの利用条件、及び本プログラムの利用に関する当社と利用

者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と利用者の間の本プログラ

ム利用に関わる一切の関係に適用されます。 

2. 当社、および利用者は、本規約に記載されている内容以上の義務および責任を負担

しないものとします。 

3. 当社は、利用者の了承を得ることなく本規約条項を随時変更することができるもの

とします。変更後の条項は、弊社が所定の方法により利用者に通知した時点より効

力が生じるものとします。 

4. 利用者は、前項の変更について同意できない場合には、ライセンスの期間満了時ま

で変更前の約款が適用されます。またライセンスの更新をしないことができます。 

 

第 2条（定義） 

1. 「本プログラム」 

本プログラムとは、kintone プラグインシリーズ「CROSSPLugins」を指します。

サイボウズ株式会社が提供する「kintone」は含まれません。 

2. 「利用者」 

本規約に同意した上で、所定の手続きに従い本プログラムの利用を申し込んだ法人、

団体で、当社によって本プログラムの利用を許諾された方を指します。 

3. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的

財産権（それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利

を含みます。）を意味します。 

 

第 3条（使用条件） 



1. 本プログラムを利用する前提となる kintone を利用するためのサービスライセンス

につきましては、利用者にて別途用意されているものとします。 

2. 本プログラムの利用は、申請された cybozu.com 登録会社コードでの利用に限定す

るものとします。 

3. 利用者は、システム開発業務など、特定の第三者に対する受託業務の一環として、

本プログラムを特定の第三者環境に設置し、利用することができます。その場合に

も、利用者は特定の第三者に対して本規約を説明し、遵守させるものとします。 

 

第 4条（利用申し込み、利用料金） 

1. 本プログラム利用の申し込みは、利用者が所定の申込書に必要事項を記載して、会

社印を押印後、利用者、または本プログラムを取り扱う販売代理店の発注書と共に

当社に送付していただくものとします。 

2. 本プログラムは、cybozu.com 登録会社コード 1 つにつき、1 つの購入が可能であ

るものとします。 

3. 本プログラムのご利用は年単位とし、契約期間は本プログラム提供開始月の翌月一

日から 1年間後の月末日とします。 

4. 利用者は、本プログラム提供開始月は無料で本プログラムを利用でき、利用料金は

申し込み月の翌月一日から発生するものとします。 

5. 利用者が本プログラム利用を継続更新する場合、利用者、または販売代理店から契

約期間満了月の前月末日までに当社指定の書面にて当社にお知らせください。更新

予告をしない限り、契約は解約されたものとします。 

6. 利用者は、本プログラム利用の対価として、別途当社が定めた利用料金を、当社が

指定する支払い方法により当社に支払うものとします。 

7. 利用者が利用料金の支払を遅滞した場合、利用者は年 14.6％の割合による遅延損害

金を当社に支払うものとします。 

8. 当社は、本プログラム提供開始月に利用者、または販売代理店に本プログラム利用

の請求書を発行します。 

9. 利用者、または販売代理店は前項により請求された支払料金を、銀行振り込みによ

り請求月の翌月末日までに一括で支払うものとします。支払手数料は利用者の負担

とします。 

10. 利用者は、料金を支払う際、消費税法および同法に関する法令の規定により消費税

および地方消費税が賦課されている場合、利用者はかかる料金の支払いに際してこ

れに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払う義務を負います。 

11. 本プログラムの提供が停止された場合であっても、利用者は本プログラムの利用契

約に基づく債務を免れるものではありません。 

12. 利用者は、当社が発行する本プログラムのライセンス証書記載内容の利用、及び管



理に一切の責任を負います。いかなる場合においても、当該情報による本プログラ

ムの利用は利用者自身によるものとみなします。 

13. 本プログラムのトライアル（試用）は、トライアル期間中、無償にて本プログラム

を利用でき、本規約が適用されます。 

14. 前項のトライアル期間満了の約１週間前に当社からトライアル利用者にご連絡し、

本プログラム購入の意思をお伺いします。 

 

第 5条（契約の成立） 

1. 当社が利用者からの申し込みを受諾した場合、本プログラムの利用契約は当該承諾

日を以て成立するものとします。 

2. 当社は次の場合、本プログラムの利用申し込みを受諾しない場合があります。 

（1） 申し込みに際して虚偽の事実を申告したとき 

（2） 過去に取引に置いて支払い遅延等があったとき 

（3） 第 12 条に定める反社会的勢力等である、または、資金提供その他を通じて反

社会的勢力等を維持、運営もしくは経営に協力、関与する等何らかの交流を行

っていると当社が判断したとき 

（4） その他、当社の業務遂行または技術上支障があるとき 

 

第 6条（禁止事項） 

当社は、本プログラムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当す

ると当社が判断する行為を禁止します。 

1. 不特定多数の第三者に対して、本プログラムの全部または一部を、販売、譲渡、ラ

イセンス供与、開示、配布、複製、その他の方法による移転などで使用できるよう

にすること。 

2. 本プログラムのリバースエンジニアリング、その他解析行為。 

3. 本プログラム、及び属する文書などを当社の許可なく改変、再配布すること。 

4. 本プログラムを当社または第三者に損害を与える目的で利用すること。また、他者

の権利を侵害すること、違法行為に使用すること。 

5. その他当社が不適切と判断する一切の行為。 

 

第 7条（プログラムの提供停止） 

1. 利用者が以下のいずれかに該当するとき、当社は利用者に対する本プログラムの提

供を停止することができるものとします。 

（1） 本プログラムの利用契約に基づく債務を履行しなかったとき 

（2） 本規約に違反したとき 

（3） 利用者が破産する、民事再生の手続きの申し立てを受けて利用者自らが精算の



対象となる、行政処分を受けるなど、利用者の信用不安が発生したと当社が判

断した場合 

（4） 本プログラムが第 12 条に定める反社会的勢力等、もしくはその構成員や関係

者によって登録、もしくは使用された場合、またはそのおそれがあると当社が

判断した場合 

（5） その他、当社が不適切と判断するとき 

2. 当社は、前項の規定により本プログラムの提供を停止するときは、緊急を要する場

合をのぞき、あらかじめその理由、停止日および停止期間を利用者に通知するもの

とします。 

3. 本プログラムの停止措置期間中にも、本プログラム料金の支払い義務は継続するも

のとします。 

4. 本条に基づき当社が行った措置の結果による直接または間接的な結果について、当

社は一切その責を負わないものとします。 

 

第 8条（利用者による契約の変更、解約） 

1. 利用者が本プログラムの利用契約を解約する時、利用者、または販売代理店が当社

に対し契約満了月の前月末日までに、文書、またはメールにて解約の旨を当社に通

知するものとします。また、本プログラムの終了日は、必ず暦月の末日とします。 

2. 利用者が本規約に基づく全ての債務を当社へ支払終えた日を以て、本規約に基づく

利用契約は解約されるものとします。 

 

第 9条（本プログラムの変更・廃止） 

当社は、利用者に通知することなく、本プログラムの内容を変更または本プログラ

ムの提供を中止することができるものとします。また、それによって利用者に生じ

た損害について一切の責任を負いません。 

 

第 10条（免責事項） 

1. 当社は、本プログラムの安全性、性能、利用結果についていかなる保証も行いませ

ん。 

2. 本プログラムを利用したことによって発生した問題は、利用者の責任および費用負

担によって処理されるものとします。 

 

第 11条（知的財産権） 

本プログラムに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾してい

る者に帰属しており、本規約に基づく本プログラムの利用許諾は、本プログラムに

関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意



味するものではありません。 

 

第 12条（反社会的勢力の排除） 

利用者および当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわた

って次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。 

(1) 自らまたは自らの役員（取締役、執行役または監査役）が、暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号）、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第２条第６

号）、暴力団員でなくなった時から５年間を経過しない者、もしくはこれらに準

ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下、これ

らを個別にまたは総称して「暴力団員等」という）であること。 

(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 

(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図

る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴

力団員等を従事させていると認められること。 

(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的

に扱うなどの関与をしていると認められること。 

(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するも

のであること。 

(6) 利用者または当社が前 1号から 5号までに違反した場合には、相手方は違反者

との一切の契約を解除することができ、当該解除によって違反者に損害が生じ

た場合であっても違反者は相手方にその損害の賠償を請求できないものとしま

す。 

(7) 前項の相手方から違反者に対する損害賠償請求は妨げないものとします。 

 

第 13条（輸出の制限） 

本規約は、日本国内における利用を約定するものであり、利用者が本プログラムの全

部もしくは一部を単独で、またはほかの製品と組み合わせ、もしくは他の製品の一部

として、直接または間接に次の各号に該当する取り扱いをする場合は、「外国為替及

び外国貿易法」の規制および米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規を確認の上、必

要な手続きをとるものとします。 

(1) 輸出する時。 

(2) 海外へ持ち出すとき。 

(3) 非居住者へ提供するとき。 

(4) 前三号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」または外国の輸出関連法規に

定めがあるとき。 



 

第 14条（サポート） 

1. 動作不具合、または kintoneのアップデート、変更に伴い、本プログラムを更新す

る必要がある場合、当社の判断により本プログラムを更新するものとします。但し、

当社は更新義務を負うものではありません。 

2. 当社は本プログラムの動作不具合の改善要望に関して、利用者個別に修正対応を

追う責を負わないものとし、公式なアップデートを以て対応するものとします。 

3. 当社はサポートにおいて、kintoneにアップデート、変更が発生した場合の本プロ

グラムの導入時の動作の保証を負うものではありません。 

 

第 15条（準拠法と管轄裁判所） 

1. 本規約、及び本プログラムの利用契約は、日本の法律に準拠して解釈されるものと

します。 

2. 本プログラムの利用契約にいて紛争が発生した場合には、当社、及び利用者は誠意

をもって協議を行い、紛争の解決に努めるものとします。 

3. 本規約に関する一切の紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管

轄裁判所として処理するものとします。 

 

制定日：2023年 5月 31日 

 

 

東京都港区港南 1丁目 2番 70号  

クロス・ヘッド株式会社 


